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　平成31年３月26日（火）川崎市教育文化会館

において、第９回「税に関する絵はがきコンクー

ル」表彰等贈呈式が行われました。「税に関する絵

はがきコンクール」は、小学生への租税教育活動

として、毎年実施しています。租税教室などを通

じて、“税の大切さ”や税金は毎日の生活の中で

どのように役立っているかということを小学生の

みなさんに知っていただき、理解と関心を深めて

もらうことが目的です。

　たくさんの応募の中から、川崎南法人会会長賞、

川崎南税務署長賞、川崎南法人会副会長賞、川崎

南法人会青年部会長賞、川崎南法人会女性部会長

賞、優秀賞、努力賞の計12点が選ばれました。
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会　場：川崎日航ホテル
時　間：記念講演会　13：30～15：00
　　　　通常総会　　15：20～17：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：社会保険労務士
　　　　志田　淳　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

講　師：東京地方税理士会　川崎南支部
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：18：00～20：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

講　師：川崎防災指導公社　担当官
会　場：東海道かわさき宿交流館
時　間：13：00～16：00

 

会　場：川崎市教育文化会館
時　間：11：00～12：00

　　　　　　　　　　　　
テーマ：「給与所得の源泉徴収事務」
講　師：川崎南税務署　法人課税第２部門
　　　　池野　公朗　上席国税調査官
会　場：川崎南税務署
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

　　　　　　　　　　　　　　
テーマ：「正しい日本語と言葉使い習得講座」
講　師：オフィスローラ代表
　　　　花田　恵美　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：16：30～17：30

講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

会　場：サンピアンかわさき
時　間：17：30～18：30

　　　　　　　　　　　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：15：30～16：30

　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：16：30～17：30

　　　　　　
　　　　　
場　所：山梨　桔梗屋工場見学と
　　　　さくらんぼ狩り

　　

新入会員のご紹介
（2019年2月1日～2019年3月31日）

支部名 法　人　名 業　　種 紹　介　者所　在　地

観音1-7-24 ラウレス観音402

大島1-17-12

東田町4-10

小田3-21-2-1

東門前2-5-8

堀川町72-1

渡田東町18-12 フィッシングビル1F

堀之内町13-16

小向仲野町14-1-301

中幸町1-46-2

小田4-36-13

大師駅前2-11-10-201

代　表　者

東

南

中央

南

東

幸

南

中央

幸

幸

南

東

 渡 辺 電 設

㈱横浜銀行　大島支店

㈲ 清 水 不 動 産

㈱ 平 岡 金 属

㈱横浜銀行　大師支店

㈱横浜銀行　川崎西口支店

㈱ＮＥＸＴ・ＮＫ

㈱ カ ワ セ イ

 大 木 設 備

㈱ＨＩ－ＲＡＧＩ

㈲ 小 田 金 伝

㈱ Ｂ Ｈ Ｉ Ｄ

電 気 工 事

銀 行 業

不 動 産 業

板 金 工 事

銀 行 業

銀 行 業

新聞販売、食料品販売

設 備 業

管 工 事 業

青 果 小 売 販 売

sales out soucing

㈱ツインズシステム

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

大同生命保険㈱

ＡＩＧ損害保険㈱

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

小 山 塗 料 ㈱

大同生命保険㈱

ＡＩＧ損害保険㈱

大同生命保険㈱

川 崎 信 用 金 庫

㈱ 一 心 屋

渡 辺　修 司

比 嘉　禎 智

吉 田　敦 子

平 岡　  透

野 村　政 広

吉 田　  旬

松 下　和 喜

森 川　友生男

大 木　正 義

柊 山　義 幸

鈴 木　雄 幸

山 﨑　直 太

賛助会員 中山　和哉（串揚げ　なかやま） ㈱ツインズシステム

令和元年５月

●女性部会　報告会

27日金

川崎南法人会　主要事業予定

６月

●第1回　広報委員会

８日　水

●女性部会　報告会

23日　木

●新設法人説明会

24日　金

●源泉部会　役員会

28日　火

●源泉部会　報告会

●日帰りバス研修旅行

６日　木

●第７回　通常総会及び記念講演会

13日　木

●源泉部会　研修会

17日　月

●決算法人説明会

19日　水

●救急救命講習会（普通救命講習）

25日　火

●源泉部会　研修会

９日　木

●決算法人説明会

16日　木

●社員研修講座

21日　火

税 務 無 料 相 談税 務 無 料 相 談
相 談 日

場 所

毎週火曜日　午後１時～３時
５月の相談日／ ７日、14日、21日
６月の相談日／ ４日、11日、18日
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

公益社団法人 川崎南法人会事務局 044-233-4852
川崎区宮前町8-15　パールビル3F（宮前町バス停前）

法 律 無 料 相 談法 律 無 料 相 談
相 談 日

場 所

ご希望の日程、時間をお知らせください
お気軽にご相談ください

横浜綜合法律事務所
横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター11F

相談については事前に事務局までご連絡ください。
（ 044-233-4852）

当会会費の口座自動振替契約をされている方は、2019年度分（2019年４月～2020年３月）の会費を６月７日

にご指定の金融機関から引き落とさせて頂きます。

※自動引落は通帳の摘要欄に印字されますので領収証の発行は省略させて頂きます。

　予めご了承くださいますようお願いいたします。

法人会からお知らせ
会費の自動引落のお知らせ

前列左より　佐藤愛花さん、堀内澪さん、水間叶悠さん、

後列左より　冨田奈那さん、小山天祐さん、近藤日和さん、不動岩愛里さん

さとうあいか

とみた なな こやまたかひろ こんどうひより ふどういわあいり

ほりうちみお みずま かゆう

川崎市立幸町小学校４年

堀内　澪 さん

会長賞会長賞

川崎市立東大島小学校６年

林　美和子 さん

署長賞署長賞

川崎市立東大島小学校６年

林　美和子 さん

署長賞署長賞署長賞署長賞署長賞署長賞

川崎市立幸町小学校４年

堀内　澪 さん

会長賞会長賞会長賞会長賞会長賞会長賞

川崎市立戸手小学校６年

水間　叶悠 さん

副会長賞副会長賞

川崎市立戸手小学校６年

水間　叶悠 さん

副会長賞副会長賞副会長賞副会長賞副会長賞副会長賞副会長賞

川崎市立戸手小学校６年

佐藤　愛花 さん

副会長賞副会長賞

川崎市立戸手小学校６年

佐藤　愛花 さん

副会長賞副会長賞副会長賞副会長賞副会長賞副会長賞副会長賞副会長賞

●実務経理セミナー

18日　～10日間火

第８回第９回

産業廃棄物、一般廃棄
物収集運搬処理業

●青年部会　報告会　

同

同

新入会員のご紹介・主要事業予定税に関する絵はがきコンクール表彰式
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税 務 署 か ら の お 知 ら せ 税に関する絵はがきコンクール表彰式

青年部会長賞 女性部会長賞 優 秀 作 品 優 秀 作 品

優 秀 作 品 優 秀 作 品 努力賞 努力賞

川崎市立新町小学校６年生

小山　天祐　さん
川崎市立東大島小学校６年生

邵　如晶 さん

川崎市立新町小学校６年生

松﨑　絵理奈 さん
川崎市立殿町小学校６年生

不動岩　愛里 さん
川崎市立東大島小学校６年生

太田　楓子 さん

川崎市立殿町小学校６年生

斉藤　梨花子 さん

川崎市立殿町小学校６年生

冨田　奈那 さん
川崎市立殿町小学校６年生

近藤　日和 さん

[作者紹介]
神谷一郎（かみや・いちろう）　イラストレーター、デジタルイメージ会員、日本出版美術家連盟会員など。専修大法学
部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。現在はフリーランスのイラストレーターとして、雑誌・広告・WEB等で活
躍中。第35回集英社YJ新人賞、第51回講談社漫画賞などを受賞。第４回デジタルアートコンテスト佳作。著作に「マニ
アックサイバー」（グラフィック社刊）。

７つの間違い探し ＊右の絵と左の絵には相違点が７か所あります。
　見つかりますかな？（答えは５頁にあります）

令和元年度税務職員募集　

　税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識

を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。

◇受験資格

　１　平成31年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を

経過していない者及び令和２年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

　２　人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者

◇申込手続

　１　申込方法

　　　インターネット申込み

　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスを御利用ください。

　　　［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］

　２　受付期間

　　　令和元年６月１７日（月）９時～６月２６日（水）［受信有効］

　３　受験案内交付期間

　　　令和元年５月７日（火）～６月２６日（水）　９時～１７時（土曜日及び日曜日を除く。）

　４　受験案内交付場所

　　　東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）

　　　（注）人事院ホームページからもダウンロードすることができます。

　　　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］

◇試 験 日

　第１次試験　令和元年 ９月１日（日）

　第２次試験　令和元年10月９日（水）～10月18日（金）のうち指定された日時

　

令和元年度国税庁経験者（国税調査官級）募集　
　人事院では、30歳以上の社会人経験者を対象とした「国税庁経験者採用試験（国税調査官級）」を

実施しています。試験の概要については下記の通りです。

　なお、採用後は、税務大学校において約３か月の研修を受けた後、各国税局（国税事務所）管内の

税務署に配属され、国税調査官又は国税徴収官に任用されます。

　興味のある方は、東京国税局総務部人事第二課試験係までお気軽にお問合せください。

記

◇試験概要

　令和元年度の試験概要については、７月頃に官報公告及び国税庁ホームページへ掲載となる予定です。

◇問合せ先

　東京国税局人事第二課試験係（TEL 03－3542－2111　内線2163）

～公平な世の中を創る、志～

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

Pride of the Specialist 
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　平成31年３月26日（火）川崎市教育文化会館

において、第９回「税に関する絵はがきコンクー

ル」表彰等贈呈式が行われました。「税に関する絵

はがきコンクール」は、小学生への租税教育活動

として、毎年実施しています。租税教室などを通

じて、“税の大切さ”や税金は毎日の生活の中で

どのように役立っているかということを小学生の

みなさんに知っていただき、理解と関心を深めて

もらうことが目的です。

　たくさんの応募の中から、川崎南法人会会長賞、

川崎南税務署長賞、川崎南法人会副会長賞、川崎

南法人会青年部会長賞、川崎南法人会女性部会長

賞、優秀賞、努力賞の計12点が選ばれました。

「税に関する絵はがきコンクール」表彰式

会　場：川崎日航ホテル
時　間：記念講演会　13：30～15：00
　　　　通常総会　　15：20～17：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：社会保険労務士
　　　　志田　淳　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

講　師：東京地方税理士会　川崎南支部
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：18：00～20：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

講　師：川崎防災指導公社　担当官
会　場：東海道かわさき宿交流館
時　間：13：00～16：00

 

会　場：川崎市教育文化会館
時　間：11：00～12：00

　　　　　　　　　　　　
テーマ：「給与所得の源泉徴収事務」
講　師：川崎南税務署　法人課税第２部門
　　　　池野　公朗　上席国税調査官
会　場：川崎南税務署
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

　　　　　　　　　　　　　　
テーマ：「正しい日本語と言葉使い習得講座」
講　師：オフィスローラ代表
　　　　花田　恵美　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：16：30～17：30

講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

会　場：サンピアンかわさき
時　間：17：30～18：30

　　　　　　　　　　　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：15：30～16：30

　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：16：30～17：30

　　　　　　
　　　　　
場　所：山梨　桔梗屋工場見学と
　　　　さくらんぼ狩り

　　

新入会員のご紹介
（2019年2月1日～2019年3月31日）

支部名 法　人　名 業　　種 紹　介　者所　在　地

観音1-7-24 ラウレス観音402

大島1-17-12

東田町4-10

小田3-21-2-1

東門前2-5-8

堀川町72-1

渡田東町18-12 フィッシングビル1F

堀之内町13-16

小向仲野町14-1-301

中幸町1-46-2

小田4-36-13

大師駅前2-11-10-201

代　表　者

東

南

中央

南

東

幸

南

中央

幸

幸

南

東

 渡 辺 電 設

㈱横浜銀行　大島支店

㈲ 清 水 不 動 産

㈱ 平 岡 金 属

㈱横浜銀行　大師支店

㈱横浜銀行　川崎西口支店

㈱ＮＥＸＴ・ＮＫ

㈱ カ ワ セ イ

 大 木 設 備

㈱ＨＩ－ＲＡＧＩ

㈲ 小 田 金 伝

㈱ Ｂ Ｈ Ｉ Ｄ

電 気 工 事

銀 行 業

不 動 産 業

板 金 工 事

銀 行 業

銀 行 業

新聞販売、食料品販売

設 備 業

管 工 事 業

青 果 小 売 販 売

sales out soucing

㈱ツインズシステム

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

大同生命保険㈱

ＡＩＧ損害保険㈱

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

小 山 塗 料 ㈱

大同生命保険㈱

ＡＩＧ損害保険㈱

大同生命保険㈱

川 崎 信 用 金 庫

㈱ 一 心 屋

渡 辺　修 司

比 嘉　禎 智

吉 田　敦 子

平 岡　  透

野 村　政 広

吉 田　  旬

松 下　和 喜

森 川　友生男

大 木　正 義

柊 山　義 幸

鈴 木　雄 幸

山 﨑　直 太

賛助会員 中山　和哉（串揚げ　なかやま） ㈱ツインズシステム

令和元年５月

●女性部会　報告会

27日金

川崎南法人会　主要事業予定

６月

●第1回　広報委員会

８日　水

●女性部会　報告会

23日　木

●新設法人説明会

24日　金

●源泉部会　役員会

28日　火

●源泉部会　報告会

●日帰りバス研修旅行

６日　木

●第７回　通常総会及び記念講演会

13日　木

●源泉部会　研修会

17日　月

●決算法人説明会

19日　水

●救急救命講習会（普通救命講習）

25日　火

●源泉部会　研修会

９日　木

●決算法人説明会

16日　木

●社員研修講座

21日　火

税 務 無 料 相 談税 務 無 料 相 談
相 談 日

場 所

毎週火曜日　午後１時～３時
５月の相談日／ ７日、14日、21日
６月の相談日／ ４日、11日、18日
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

公益社団法人 川崎南法人会事務局 044-233-4852
川崎区宮前町8-15　パールビル3F（宮前町バス停前）

法 律 無 料 相 談法 律 無 料 相 談
相 談 日

場 所

ご希望の日程、時間をお知らせください
お気軽にご相談ください

横浜綜合法律事務所
横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター11F

相談については事前に事務局までご連絡ください。
（ 044-233-4852）

当会会費の口座自動振替契約をされている方は、2019年度分（2019年４月～2020年３月）の会費を６月７日

にご指定の金融機関から引き落とさせて頂きます。

※自動引落は通帳の摘要欄に印字されますので領収証の発行は省略させて頂きます。

　予めご了承くださいますようお願いいたします。

法人会からお知らせ
会費の自動引落のお知らせ

前列左より　佐藤愛花さん、堀内澪さん、水間叶悠さん、

後列左より　冨田奈那さん、小山天祐さん、近藤日和さん、不動岩愛里さん

さとうあいか

とみた なな こやまたかひろ こんどうひより ふどういわあいり

ほりうちみお みずま かゆう

川崎市立幸町小学校４年

堀内　澪 さん

会長賞会長賞

川崎市立東大島小学校６年

林　美和子 さん

署長賞署長賞

川崎市立戸手小学校６年

水間　叶悠 さん

副会長賞副会長賞

川崎市立戸手小学校６年

佐藤　愛花 さん

副会長賞副会長賞

●実務経理セミナー

18日　～10日間火

第８回第９回

産業廃棄物、一般廃棄
物収集運搬処理業

●青年部会　報告会　

同

同

新入会員のご紹介・主要事業予定税に関する絵はがきコンクール表彰式
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税 務 署 か ら の お 知 ら せ 税に関する絵はがきコンクール表彰式

青年部会長賞 女性部会長賞 優 秀 作 品 優 秀 作 品

優 秀 作 品 優 秀 作 品 努力賞 努力賞

川崎市立新町小学校６年生

小山　天祐　さん
川崎市立東大島小学校６年生

邵　如晶 さん

川崎市立新町小学校６年生

松﨑　絵理奈 さん
川崎市立殿町小学校６年生

不動岩　愛里 さん
川崎市立東大島小学校６年生

太田　楓子 さん

川崎市立殿町小学校６年生

斉藤　梨花子 さん

川崎市立殿町小学校６年生

冨田　奈那 さん
川崎市立殿町小学校６年生

近藤　日和 さん

[作者紹介]
神谷一郎（かみや・いちろう）　イラストレーター、デジタルイメージ会員、日本出版美術家連盟会員など。専修大法学
部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。現在はフリーランスのイラストレーターとして、雑誌・広告・WEB等で活
躍中。第35回集英社YJ新人賞、第51回講談社漫画賞などを受賞。第４回デジタルアートコンテスト佳作。著作に「マニ
アックサイバー」（グラフィック社刊）。

７つの間違い探し ＊右の絵と左の絵には相違点が７か所あります。
　見つかりますかな？（答えは５頁にあります）

令和元年度税務職員募集　

　税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識

を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。

◇受験資格

　１　平成31年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を

経過していない者及び令和２年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

　２　人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者

◇申込手続

　１　申込方法

　　　インターネット申込み

　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスを御利用ください。

　　　［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］

　２　受付期間

　　　令和元年６月１７日（月）９時～６月２６日（水）［受信有効］

　３　受験案内交付期間

　　　令和元年５月７日（火）～６月２６日（水）　９時～１７時（土曜日及び日曜日を除く。）

　４　受験案内交付場所

　　　東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）

　　　（注）人事院ホームページからもダウンロードすることができます。

　　　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］

◇試 験 日

　第１次試験　令和元年 ９月１日（日）

　第２次試験　令和元年10月９日（水）～10月18日（金）のうち指定された日時

　

令和元年度国税庁経験者（国税調査官級）募集　
　人事院では、30歳以上の社会人経験者を対象とした「国税庁経験者採用試験（国税調査官級）」を

実施しています。試験の概要については下記の通りです。

　なお、採用後は、税務大学校において約３か月の研修を受けた後、各国税局（国税事務所）管内の

税務署に配属され、国税調査官又は国税徴収官に任用されます。

　興味のある方は、東京国税局総務部人事第二課試験係までお気軽にお問合せください。

記

◇試験概要

　令和元年度の試験概要については、７月頃に官報公告及び国税庁ホームページへ掲載となる予定です。

◇問合せ先

　東京国税局人事第二課試験係（TEL 03－3542－2111　内線2163）

～公平な世の中を創る、志～

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

Pride of the Specialist 



４ 川崎南法人会だより 川崎南法人会だより ９

新 し い 仲 間 P R コ ー ナ ー 消 防 署 か ら の お 知 ら せ

新しい仲間新しい仲間 ＰＲコーナー新 入 会 員 紹 介

串揚げ　喰い切料理　なかやま

住　　所　神奈川県川崎市川崎区中島３-４-19-103

アクセス　港町駅より徒歩10分、鈴木町駅より徒歩15分

電話番号　044-244-9498 　 FAX　044-244-9498

営業時間　17：00～23：00　ラストオーダー 22：30　　月曜定休

メ ー ル　kazu.358.tuiteru.4919@docomo.ne.jp

　川崎区にある串揚げ、一品料理が食べられる和食居酒屋です。
ランチはお手頃価格で大満足。

住　所　〒210-0846 神奈川県川崎市川崎区小田５-17-24

T E L　080-1321-5883（代表者携帯）

F A X　044-333-7228

M a i l　uemasa_04@yahoo.co.jp

HPアドレス　uemasazouen.ne

【事業内容】
　造園工事業。代表者は川崎生まれ、川崎育ち。地元愛が強
く、近隣神社の役員も務めております。本業界で20年勤務した
経験を活かし、様々なオーダーに対応可能です。
　川崎市内が中心ではありますが、ご自宅の庭からマンション
の植木、神社の庭園まで取扱い可能であり、受注があれば駆け
つけます。
　川崎では有名な稲毛神社も当社が作業を行っております。

親方　中山　和哉

株式会社　植正造園 代表取締役　菅原正喜

８ 川崎南法人会だより ５川崎南法人会だより

健 康 ク リ ニ ッ ク 法 人 会 の 活 動 報 告

南支部 健康セミナー南支部 健康セミナー 於：サンピアンかわさき ２月８日

テーマ：「生涯元気で過ごすための秘訣」
講　師：フリーキャスター　和田　奈美佳　氏

東支部 健康セミナー東支部 健康セミナー  於：カルッツかわさき  ２月21日

テーマ：「ピンチをチャンスに変える。キュートな生き方！」
講　師：ミュージカル落語家　三遊亭　究斗　氏

　フリーキャスターで健康管理士認定講師の和田奈美佳氏

が講師を務め、健康寿命を延ばすための食事と運動につい

て分かり易く説明されました。

　劇団四季出身のミュージカル落語家三遊亭究斗氏を講師

に招き、壁にぶつかった時の対処法などを歌と笑いととも

に分かり易くお話し頂きました。

幸支部 健康セミナー幸支部 健康セミナー 於：ミューザ川崎  ２月26日

テーマ：「腰痛予防とセルフケア」
講　師：川崎幸病院 リハビリテーション科 木戸脇 昌宏 先生

女性部会 年度末研修会女性部会 年度末研修会  於：サンピアンかわさき  ３月20日

テーマ：「ちょっとしたコツで５歳若返るメイク術！」
講　師：ビューティーアドバイザー　鈴木　美行　氏

　日々の生活さえも億劫になってしまう腰痛。今回はセミ

ナー後にすぐ始められる簡単な腰痛セルフケア体操を教え

てもらいました。

　女性部会員でもあるインテグリティ（同）の鈴木美行氏

によるメイクレッスン。ちょっとしたコツで若返るメイク

術を学びました。

ボウリング大会ボウリング大会 於：川崎グランドボウル　２月19日 青年部会連絡協議会セミナー青年部会連絡協議会セミナー 於：吉池旅館　３月１日

テーマ：「みそかつはなぜ売れる」
講　師：株式会社 矢場とん　代表取締役　鈴木　拓将　氏

　厚生委員会主催の親睦ボウリング大会が行われ、10歳の

小学生から80歳まで参加者69名で開催されました。ゲーム

終了後はみなさんから募った景品で表彰式・懇親会を行い

ました。

　箱根吉本の吉池旅館に於いて開催されました。当会から

は窪田部会長他８名の部会員が参加しました。

間違い探しの答：①松の枝　②弁慶の隈取 (眼)　③弁慶の鼻の高さ　④弁慶の梵天の数 (胸についている白い大きなボンボン)　⑤弁慶の衣装の「梵字」の向き　⑥富樫の烏帽子　⑦富樫の刀の長さ
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大谷克弥（おおたに・かつや）

　医療ジャーナリスト。東北福祉大学講師。日本医学ジャーナリスト協会会員。読売新聞社出身で、在職中に長期

連載「医療ルネサンス」を創設。現在はフリーで、著作、講演活動などに従事。

筆者紹介

◆働き盛り「39歳から56歳の男性」は
抗体検査を是非

　来年７月に迫った東京オリンピックでは、亜熱

帯並みと言われる炎天下での開催に、アスリート

たちは勿論、海外からの観客にも熱中症の多発を

心配する声が上がっていますが、もう１つ強く懸

念されている病気があります。それは昨年から首

都圏を中心に、患者が急増している感染症の風疹

です。

　感染症とは細菌やウイルスなどの病原体が体内

に侵入して発症する病気のことですが、風疹は咳

やクシャミなどの飛沫感染によって広がります。

以前は「３日ハシカ」と呼ばれ、小児のうちに感

染して、軽い発熱や発疹などの症状が出ても３日

もすれば治り、ごく自然に免疫を持つのが通常で

した。

　ところが効果的な予防ワクチンが開発され、現

在はハシカと一緒の混合で、１歳と小学校入学前

の２回接種が行われています。ただ、この公的な

ワクチン接種は、１回だったり２回だったり、ま

た受けなくても良い時期があったりしたものです

から、関係者も驚く事態が起きてしまいました。

　その１つは昨年、首都圏で風疹が多発した際、

患者の約８割が中年男性だったことです。そして

調べているうちに1962年４月２日から79年４月

２日までに生まれた男性は接種を受ける機会がな

く、女性は中学生になって集団接種を１回受けて

いることが分かってきました。そこで厚労省は大

慌てで政令を改正し、今年２月から該当男性は原

則無料で風疹の抗体検査と、それに次ぐ予防接種

を受けられることになりました。

　風疹の年間発生件数は、かなり波があっても３

桁台にとどまっていましたが、12年は2,386人と

４桁台に、さらに翌13年は14,344人と５桁台を

記録しました。その後は、一昨年が93人と２桁

だったのに、昨年は2,917人と再び４桁台にな

り、今年も更なる流行が憂慮されています。

　感染症では兄貴分のハシカも今年に入って多発

し、全国的な感染の拡大が心配されています。感

染力はインフルエンザの10倍もあるのですが、

国際的には弟分の風疹の方がより強く警戒されて

います。その理由を次に述べていきます。

◆お腹の赤ちゃんも感染する怖い病気で
あることの認識を

　一部の国から既に「風疹の日本に渡航するのは

自粛を」と国民に勧告が出ているのには、理由が

あります。それは妊娠初期の女性が感染すると、

深刻な障害児の生まれる可能性があるからです。

これは先天性風疹症候群（CRS）と呼ばれ、妊婦

のお腹にいる赤ちゃんにもウイルスが及び、死亡

することもあれば、３大症状と言って心臓病、難

聴、白内障を罹患して出生することが少なくあり

ません。３大症状は１つだけでなく複数のことも

あり、そのほか血小板減少、糖尿病、網膜症、小

眼球から発育遅滞、精神発達遅滞などの病状を伴

うこともあります。

　妊婦は予防接種を２回受けていれば感染の心配

はまずないのですが、受けていない人は元より、

受けても１回だった人はリスクを持っています。

CRSの出生は妊娠20週までの感染が多くて、初

期であるほど頻度は高く、妊娠１か月は50%以

上、２か月は35％というデータもあります。そ

して重要なのは、妊娠が確認されれば予防接種は

禁止されていることです。

　海外からの警戒の目は、今年１月下旬、埼玉県

でCRSの男児出生のニュースが報じられて、より

強くなりました。先述した12年から13年の大流

行の際は、CRSの赤ちゃんが45人生まれ、うち

11人が亡くなりました。その後はゼロ続きでし

たが、今回は５年ぶりの出生です。どうしても、

今年は患者がさらに増え、CRSも続発するのでは

と、昨年から続いている風疹多発との関連性が強

く疑われてしまうようです。

　事態がここまで進んでくれば、国にはより強固

な予防策の実施を望むとして、国民の側にも社会

的防衛の観点から協力の足並みをそろえる必要が

あります。はからずも“空白の世代”と呼ばれる

ようになった働き盛りの男性該当者は、必ず抗体

検査を、そして必要と判定されればワクチン接種

を受けるべきです。年配になっての感染は重症化

する怖れがあるので、まずは自分のため、そして

世の妊婦さんを巻き込まないためです。

　同時に、こうした検査にはかなりの時間を取ら

れるので、企業側にも理解が求められます。もし

職場健診に並行して抗体検査を実施できるならス

ムーズにはかどるので、その決断が今後の課題と

言えます。最後に妊婦さんには、予防接種を受け

ていても人混みに出るのはなるべく避け、無事に

元気な赤ちゃんを出産して五輪を迎えられるよ

う、願っております。

Q１ 相続法の改正について、主に、どのような点が改正されたのですか。

　（１）被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮などの観点から、①配偶者居住権の創
設、②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置、（２）遺言の

利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、①自筆証書遺言の方式緩和、②法務局における自筆
証書遺言の保管制度の創設（遺言書保管法）、（３）その他、①預貯金の払戻制度の創設、②遺留分制度の見
直し、③特別の寄与の制度の創設などがあります。

配偶者居住権の創設とは何でしょうか。

　配偶者居住権の創設として、①配偶者居住権と②配偶者短期居住権が定められました。2020年４
月１日から施行となっており、同施行日前の相続には適用されません。

①配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割にお
いて配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住できる権利を取得し
ます（改正民法1028条～1036条）。例えば、相続人が妻と子どもの２人だけで、遺産が自宅（2,000万円
相当）及び預貯金（2,000万円）だった場合、改正前であると、妻と子どもの相続分は２分の１ずつです
ので、妻は自宅（2,000万円）を取得すると、子どもが預貯金（2,000万円）を取得することとなり、妻
にとっては、住む場所は確保できるものの、今後の生活費となる預貯金を取得できなくなってしまいま
す。そこで、改正後は、配偶者居住権として、例えば自宅の配偶者居住権を1,000万円と評価して、妻は
自宅の居住権を確保した上、預貯金2,000万円のうち、その２分の１である1,000万円を取得することが可
能になります。また、子どもは自宅について負担付所有権1,000万円を取得し、預貯金も2,000万円のう
ち、その２分の１である1,000万円を取得することが可能となります。

②配偶者短期居住権は、配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、遺産分割によりその建物の帰属
が確定するまでの間、無償でその建物を使用できる権利を取得します（改正民法1037条～1041条）。例
えば、遺言書がなく、相続人は妻と子ども２人だけで、妻の居住建物が遺産分割の対象となっている場合、
妻は遺産分割協議が成立するまでその建物に無償で居住することができます。

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置とは何でしょうか。

　婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産（居住用建物又はその敷地）を配偶者に遺贈又は
贈与した場合、原則として、遺産の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し（改正民法90３条

４項）、遺産分割における配偶者の取り分を多くすることが可能となります。例えば、改正前であれば、夫が
妻に居住不動産を生前に贈与していたとしても、夫死亡後に夫の遺産分割をする際、妻に贈与した居住不動
産を持戻したうえで、遺産分割の算定をすることになりますが、改正後では、妻への居住用不動産の生前贈
与は原則として、持戻し免除の意思表示があったものとして、夫死亡後に夫の遺産分割をする際、贈与した
居住用不動産を持戻すことなく、遺産分割の算定をするので、結果的に妻が取得する遺産の取り分が増える
ことになります。
 但し、遺言によって持戻し免除の意思表示がないことが明示された場合や黙示的な持戻し免除の意思表示
が認められる場合は、持戻し免除の意思表示の推定が破られることになります。
　改正民法903条４項は、2019年７月１日から施行となっており、その施行日前になされた遺贈又は贈与
については適用されません。　
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　社会の高齢化が進展し、社会経済の変化が生じているため、民法（相続法）の改正が

2018年（平成30）年７月になされました。相続に関するルールが大きく変わります。

今回は、相続法の改正のうち、配偶者の居住権や配偶者の保護措置について，検討してい

きましょう。
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　医療ジャーナリスト。東北福祉大学講師。日本医学ジャーナリスト協会会員。読売新聞社出身で、在職中に長期

連載「医療ルネサンス」を創設。現在はフリーで、著作、講演活動などに従事。

筆者紹介

◆働き盛り「39歳から56歳の男性」は
抗体検査を是非

　来年７月に迫った東京オリンピックでは、亜熱

帯並みと言われる炎天下での開催に、アスリート

たちは勿論、海外からの観客にも熱中症の多発を

心配する声が上がっていますが、もう１つ強く懸

念されている病気があります。それは昨年から首

都圏を中心に、患者が急増している感染症の風疹

です。

　感染症とは細菌やウイルスなどの病原体が体内

に侵入して発症する病気のことですが、風疹は咳

やクシャミなどの飛沫感染によって広がります。

以前は「３日ハシカ」と呼ばれ、小児のうちに感

染して、軽い発熱や発疹などの症状が出ても３日

もすれば治り、ごく自然に免疫を持つのが通常で

した。

　ところが効果的な予防ワクチンが開発され、現

在はハシカと一緒の混合で、１歳と小学校入学前

の２回接種が行われています。ただ、この公的な

ワクチン接種は、１回だったり２回だったり、ま

た受けなくても良い時期があったりしたものです

から、関係者も驚く事態が起きてしまいました。

　その１つは昨年、首都圏で風疹が多発した際、

患者の約８割が中年男性だったことです。そして

調べているうちに1962年４月２日から79年４月

２日までに生まれた男性は接種を受ける機会がな

く、女性は中学生になって集団接種を１回受けて

いることが分かってきました。そこで厚労省は大

慌てで政令を改正し、今年２月から該当男性は原

則無料で風疹の抗体検査と、それに次ぐ予防接種

を受けられることになりました。

　風疹の年間発生件数は、かなり波があっても３

桁台にとどまっていましたが、12年は2,386人と

４桁台に、さらに翌13年は14,344人と５桁台を

記録しました。その後は、一昨年が93人と２桁

だったのに、昨年は2,917人と再び４桁台にな

り、今年も更なる流行が憂慮されています。

　感染症では兄貴分のハシカも今年に入って多発

し、全国的な感染の拡大が心配されています。感

染力はインフルエンザの10倍もあるのですが、

国際的には弟分の風疹の方がより強く警戒されて

います。その理由を次に述べていきます。

◆お腹の赤ちゃんも感染する怖い病気で
あることの認識を

　一部の国から既に「風疹の日本に渡航するのは

自粛を」と国民に勧告が出ているのには、理由が

あります。それは妊娠初期の女性が感染すると、

深刻な障害児の生まれる可能性があるからです。

これは先天性風疹症候群（CRS）と呼ばれ、妊婦

のお腹にいる赤ちゃんにもウイルスが及び、死亡

することもあれば、３大症状と言って心臓病、難

聴、白内障を罹患して出生することが少なくあり

ません。３大症状は１つだけでなく複数のことも

あり、そのほか血小板減少、糖尿病、網膜症、小

眼球から発育遅滞、精神発達遅滞などの病状を伴

うこともあります。

　妊婦は予防接種を２回受けていれば感染の心配

はまずないのですが、受けていない人は元より、

受けても１回だった人はリスクを持っています。

CRSの出生は妊娠20週までの感染が多くて、初

期であるほど頻度は高く、妊娠１か月は50%以

上、２か月は35％というデータもあります。そ

して重要なのは、妊娠が確認されれば予防接種は

禁止されていることです。

　海外からの警戒の目は、今年１月下旬、埼玉県

でCRSの男児出生のニュースが報じられて、より

強くなりました。先述した12年から13年の大流

行の際は、CRSの赤ちゃんが45人生まれ、うち

11人が亡くなりました。その後はゼロ続きでし

たが、今回は５年ぶりの出生です。どうしても、

今年は患者がさらに増え、CRSも続発するのでは

と、昨年から続いている風疹多発との関連性が強

く疑われてしまうようです。

　事態がここまで進んでくれば、国にはより強固

な予防策の実施を望むとして、国民の側にも社会

的防衛の観点から協力の足並みをそろえる必要が

あります。はからずも“空白の世代”と呼ばれる

ようになった働き盛りの男性該当者は、必ず抗体

検査を、そして必要と判定されればワクチン接種

を受けるべきです。年配になっての感染は重症化

する怖れがあるので、まずは自分のため、そして

世の妊婦さんを巻き込まないためです。

　同時に、こうした検査にはかなりの時間を取ら

れるので、企業側にも理解が求められます。もし

職場健診に並行して抗体検査を実施できるならス

ムーズにはかどるので、その決断が今後の課題と

言えます。最後に妊婦さんには、予防接種を受け

ていても人混みに出るのはなるべく避け、無事に

元気な赤ちゃんを出産して五輪を迎えられるよ

う、願っております。

Q１ 相続法の改正について、主に、どのような点が改正されたのですか。

　（１）被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮などの観点から、①配偶者居住権の創
設、②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置、（２）遺言の

利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、①自筆証書遺言の方式緩和、②法務局における自筆
証書遺言の保管制度の創設（遺言書保管法）、（３）その他、①預貯金の払戻制度の創設、②遺留分制度の見
直し、③特別の寄与の制度の創設などがあります。

配偶者居住権の創設とは何でしょうか。

　配偶者居住権の創設として、①配偶者居住権と②配偶者短期居住権が定められました。2020年４
月１日から施行となっており、同施行日前の相続には適用されません。

①配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割にお
いて配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住できる権利を取得し
ます（改正民法1028条～1036条）。例えば、相続人が妻と子どもの２人だけで、遺産が自宅（2,000万円
相当）及び預貯金（2,000万円）だった場合、改正前であると、妻と子どもの相続分は２分の１ずつです
ので、妻は自宅（2,000万円）を取得すると、子どもが預貯金（2,000万円）を取得することとなり、妻
にとっては、住む場所は確保できるものの、今後の生活費となる預貯金を取得できなくなってしまいま
す。そこで、改正後は、配偶者居住権として、例えば自宅の配偶者居住権を1,000万円と評価して、妻は
自宅の居住権を確保した上、預貯金2,000万円のうち、その２分の１である1,000万円を取得することが可
能になります。また、子どもは自宅について負担付所有権1,000万円を取得し、預貯金も2,000万円のう
ち、その２分の１である1,000万円を取得することが可能となります。

②配偶者短期居住権は、配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、遺産分割によりその建物の帰属
が確定するまでの間、無償でその建物を使用できる権利を取得します（改正民法1037条～1041条）。例
えば、遺言書がなく、相続人は妻と子ども２人だけで、妻の居住建物が遺産分割の対象となっている場合、
妻は遺産分割協議が成立するまでその建物に無償で居住することができます。

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置とは何でしょうか。

　婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産（居住用建物又はその敷地）を配偶者に遺贈又は
贈与した場合、原則として、遺産の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し（改正民法90３条

４項）、遺産分割における配偶者の取り分を多くすることが可能となります。例えば、改正前であれば、夫が
妻に居住不動産を生前に贈与していたとしても、夫死亡後に夫の遺産分割をする際、妻に贈与した居住不動
産を持戻したうえで、遺産分割の算定をすることになりますが、改正後では、妻への居住用不動産の生前贈
与は原則として、持戻し免除の意思表示があったものとして、夫死亡後に夫の遺産分割をする際、贈与した
居住用不動産を持戻すことなく、遺産分割の算定をするので、結果的に妻が取得する遺産の取り分が増える
ことになります。
 但し、遺言によって持戻し免除の意思表示がないことが明示された場合や黙示的な持戻し免除の意思表示
が認められる場合は、持戻し免除の意思表示の推定が破られることになります。
　改正民法903条４項は、2019年７月１日から施行となっており、その施行日前になされた遺贈又は贈与
については適用されません。　
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　配偶者居住権の創設として、①配偶者居住権と②配偶者短期居住権が定められました。2020年４
月１日から施行となっており、同施行日前の相続には適用されません。

①配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割にお
いて配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住できる権利を取得し
ます（改正民法1028条～1036条）。例えば、相続人が妻と子どもの２人だけで、遺産が自宅（2,000万円
相当）及び預貯金（2,000万円）だった場合、改正前であると、妻と子どもの相続分は２分の１ずつです
ので、妻は自宅（2,000万円）を取得すると、子どもが預貯金（2,000万円）を取得することとなり、妻
にとっては、住む場所は確保できるものの、今後の生活費となる預貯金を取得できなくなってしまいま
す。そこで、改正後は、配偶者居住権として、例えば自宅の配偶者居住権を1,000万円と評価して、妻は
自宅の居住権を確保した上、預貯金2,000万円のうち、その２分の１である1,000万円を取得することが可
能になります。また、子どもは自宅について負担付所有権1,000万円を取得し、預貯金も2,000万円のう
ち、その２分の１である1,000万円を取得することが可能となります。

②配偶者短期居住権は、配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、遺産分割によりその建物の帰属
が確定するまでの間、無償でその建物を使用できる権利を取得します（改正民法1037条～1041条）。例
えば、遺言書がなく、相続人は妻と子ども２人だけで、妻の居住建物が遺産分割の対象となっている場合、
妻は遺産分割協議が成立するまでその建物に無償で居住することができます。

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置とは何でしょうか。

　婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産（居住用建物又はその敷地）を配偶者に遺贈又は
贈与した場合、原則として、遺産の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し（改正民法90３条

４項）、遺産分割における配偶者の取り分を多くすることが可能となります。例えば、改正前であれば、夫が
妻に居住不動産を生前に贈与していたとしても、夫死亡後に夫の遺産分割をする際、妻に贈与した居住不動
産を持戻したうえで、遺産分割の算定をすることになりますが、改正後では、妻への居住用不動産の生前贈
与は原則として、持戻し免除の意思表示があったものとして、夫死亡後に夫の遺産分割をする際、贈与した
居住用不動産を持戻すことなく、遺産分割の算定をするので、結果的に妻が取得する遺産の取り分が増える
ことになります。
 但し、遺言によって持戻し免除の意思表示がないことが明示された場合や黙示的な持戻し免除の意思表示
が認められる場合は、持戻し免除の意思表示の推定が破られることになります。
　改正民法903条４項は、2019年７月１日から施行となっており、その施行日前になされた遺贈又は贈与
については適用されません。　
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身近な法律相談

　社会の高齢化が進展し、社会経済の変化が生じているため、民法（相続法）の改正が

2018年（平成30）年７月になされました。相続に関するルールが大きく変わります。

今回は、相続法の改正のうち、配偶者の居住権や配偶者の保護措置について，検討してい

きましょう。

弁護士　渡　部　英　明

６ 川崎南法人会だより ７川崎南法人会だより

法 律 相 談 コ ラ ム

東
京
五
輪
を
前
に
国
は
感
染
症
「
風
疹
」
の
封
じ
込
め
に
懸
命

東
京
五
輪
を
前
に
国
は
感
染
症
「
風
疹
」
の
封
じ
込
め
に
懸
命

医
療
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
　
大
谷
克
弥

大谷克弥（おおたに・かつや）

　医療ジャーナリスト。東北福祉大学講師。日本医学ジャーナリスト協会会員。読売新聞社出身で、在職中に長期

連載「医療ルネサンス」を創設。現在はフリーで、著作、講演活動などに従事。

筆者紹介

◆働き盛り「39歳から56歳の男性」は
抗体検査を是非

　来年７月に迫った東京オリンピックでは、亜熱

帯並みと言われる炎天下での開催に、アスリート

たちは勿論、海外からの観客にも熱中症の多発を

心配する声が上がっていますが、もう１つ強く懸

念されている病気があります。それは昨年から首

都圏を中心に、患者が急増している感染症の風疹

です。

　感染症とは細菌やウイルスなどの病原体が体内

に侵入して発症する病気のことですが、風疹は咳

やクシャミなどの飛沫感染によって広がります。

以前は「３日ハシカ」と呼ばれ、小児のうちに感

染して、軽い発熱や発疹などの症状が出ても３日

もすれば治り、ごく自然に免疫を持つのが通常で

した。

　ところが効果的な予防ワクチンが開発され、現

在はハシカと一緒の混合で、１歳と小学校入学前

の２回接種が行われています。ただ、この公的な

ワクチン接種は、１回だったり２回だったり、ま

た受けなくても良い時期があったりしたものです

から、関係者も驚く事態が起きてしまいました。

　その１つは昨年、首都圏で風疹が多発した際、

患者の約８割が中年男性だったことです。そして

調べているうちに1962年４月２日から79年４月

２日までに生まれた男性は接種を受ける機会がな

く、女性は中学生になって集団接種を１回受けて

いることが分かってきました。そこで厚労省は大

慌てで政令を改正し、今年２月から該当男性は原

則無料で風疹の抗体検査と、それに次ぐ予防接種

を受けられることになりました。

　風疹の年間発生件数は、かなり波があっても３

桁台にとどまっていましたが、12年は2,386人と

４桁台に、さらに翌13年は14,344人と５桁台を

記録しました。その後は、一昨年が93人と２桁

だったのに、昨年は2,917人と再び４桁台にな

り、今年も更なる流行が憂慮されています。

　感染症では兄貴分のハシカも今年に入って多発

し、全国的な感染の拡大が心配されています。感

染力はインフルエンザの10倍もあるのですが、

国際的には弟分の風疹の方がより強く警戒されて

います。その理由を次に述べていきます。

◆お腹の赤ちゃんも感染する怖い病気で
あることの認識を

　一部の国から既に「風疹の日本に渡航するのは

自粛を」と国民に勧告が出ているのには、理由が

あります。それは妊娠初期の女性が感染すると、

深刻な障害児の生まれる可能性があるからです。

これは先天性風疹症候群（CRS）と呼ばれ、妊婦

のお腹にいる赤ちゃんにもウイルスが及び、死亡

することもあれば、３大症状と言って心臓病、難

聴、白内障を罹患して出生することが少なくあり

ません。３大症状は１つだけでなく複数のことも

あり、そのほか血小板減少、糖尿病、網膜症、小

眼球から発育遅滞、精神発達遅滞などの病状を伴

うこともあります。

　妊婦は予防接種を２回受けていれば感染の心配

はまずないのですが、受けていない人は元より、

受けても１回だった人はリスクを持っています。

CRSの出生は妊娠20週までの感染が多くて、初

期であるほど頻度は高く、妊娠１か月は50%以

上、２か月は35％というデータもあります。そ

して重要なのは、妊娠が確認されれば予防接種は

禁止されていることです。

　海外からの警戒の目は、今年１月下旬、埼玉県

でCRSの男児出生のニュースが報じられて、より

強くなりました。先述した12年から13年の大流

行の際は、CRSの赤ちゃんが45人生まれ、うち

11人が亡くなりました。その後はゼロ続きでし

たが、今回は５年ぶりの出生です。どうしても、

今年は患者がさらに増え、CRSも続発するのでは

と、昨年から続いている風疹多発との関連性が強

く疑われてしまうようです。

　事態がここまで進んでくれば、国にはより強固

な予防策の実施を望むとして、国民の側にも社会

的防衛の観点から協力の足並みをそろえる必要が

あります。はからずも“空白の世代”と呼ばれる

ようになった働き盛りの男性該当者は、必ず抗体

検査を、そして必要と判定されればワクチン接種

を受けるべきです。年配になっての感染は重症化

する怖れがあるので、まずは自分のため、そして

世の妊婦さんを巻き込まないためです。

　同時に、こうした検査にはかなりの時間を取ら

れるので、企業側にも理解が求められます。もし

職場健診に並行して抗体検査を実施できるならス

ムーズにはかどるので、その決断が今後の課題と

言えます。最後に妊婦さんには、予防接種を受け

ていても人混みに出るのはなるべく避け、無事に

元気な赤ちゃんを出産して五輪を迎えられるよ

う、願っております。

Q１ 相続法の改正について、主に、どのような点が改正されたのですか。

　（１）被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮などの観点から、①配偶者居住権の創
設、②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置、（２）遺言の

利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、①自筆証書遺言の方式緩和、②法務局における自筆
証書遺言の保管制度の創設（遺言書保管法）、（３）その他、①預貯金の払戻制度の創設、②遺留分制度の見
直し、③特別の寄与の制度の創設などがあります。

配偶者居住権の創設とは何でしょうか。

　配偶者居住権の創設として、①配偶者居住権と②配偶者短期居住権が定められました。2020年４
月１日から施行となっており、同施行日前の相続には適用されません。

①配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割にお
いて配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住できる権利を取得し
ます（改正民法1028条～1036条）。例えば、相続人が妻と子どもの２人だけで、遺産が自宅（2,000万円
相当）及び預貯金（2,000万円）だった場合、改正前であると、妻と子どもの相続分は２分の１ずつです
ので、妻は自宅（2,000万円）を取得すると、子どもが預貯金（2,000万円）を取得することとなり、妻
にとっては、住む場所は確保できるものの、今後の生活費となる預貯金を取得できなくなってしまいま
す。そこで、改正後は、配偶者居住権として、例えば自宅の配偶者居住権を1,000万円と評価して、妻は
自宅の居住権を確保した上、預貯金2,000万円のうち、その２分の１である1,000万円を取得することが可
能になります。また、子どもは自宅について負担付所有権1,000万円を取得し、預貯金も2,000万円のう
ち、その２分の１である1,000万円を取得することが可能となります。

②配偶者短期居住権は、配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、遺産分割によりその建物の帰属
が確定するまでの間、無償でその建物を使用できる権利を取得します（改正民法1037条～1041条）。例
えば、遺言書がなく、相続人は妻と子ども２人だけで、妻の居住建物が遺産分割の対象となっている場合、
妻は遺産分割協議が成立するまでその建物に無償で居住することができます。

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置とは何でしょうか。

　婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産（居住用建物又はその敷地）を配偶者に遺贈又は
贈与した場合、原則として、遺産の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し（改正民法90３条

４項）、遺産分割における配偶者の取り分を多くすることが可能となります。例えば、改正前であれば、夫が
妻に居住不動産を生前に贈与していたとしても、夫死亡後に夫の遺産分割をする際、妻に贈与した居住不動
産を持戻したうえで、遺産分割の算定をすることになりますが、改正後では、妻への居住用不動産の生前贈
与は原則として、持戻し免除の意思表示があったものとして、夫死亡後に夫の遺産分割をする際、贈与した
居住用不動産を持戻すことなく、遺産分割の算定をするので、結果的に妻が取得する遺産の取り分が増える
ことになります。
 但し、遺言によって持戻し免除の意思表示がないことが明示された場合や黙示的な持戻し免除の意思表示
が認められる場合は、持戻し免除の意思表示の推定が破られることになります。
　改正民法903条４項は、2019年７月１日から施行となっており、その施行日前になされた遺贈又は贈与
については適用されません。　
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身近な法律相談

　社会の高齢化が進展し、社会経済の変化が生じているため、民法（相続法）の改正が

2018年（平成30）年７月になされました。相続に関するルールが大きく変わります。

今回は、相続法の改正のうち、配偶者の居住権や配偶者の保護措置について，検討してい

きましょう。

弁護士　渡　部　英　明



８ 川崎南法人会だより ５川崎南法人会だより

健 康 ク リ ニ ッ ク 法 人 会 の 活 動 報 告

南支部 健康セミナー南支部 健康セミナー 於：サンピアンかわさき ２月８日

テーマ：「生涯元気で過ごすための秘訣」
講　師：フリーキャスター　和田　奈美佳　氏

東支部 健康セミナー東支部 健康セミナー  於：カルッツかわさき  ２月21日

テーマ：「ピンチをチャンスに変える。キュートな生き方！」
講　師：ミュージカル落語家　三遊亭　究斗　氏

　フリーキャスターで健康管理士認定講師の和田奈美佳氏

が講師を務め、健康寿命を延ばすための食事と運動につい

て分かり易く説明されました。

　劇団四季出身のミュージカル落語家三遊亭究斗氏を講師

に招き、壁にぶつかった時の対処法などを歌と笑いととも

に分かり易くお話し頂きました。

幸支部 健康セミナー幸支部 健康セミナー 於：ミューザ川崎  ２月26日

テーマ：「腰痛予防とセルフケア」
講　師：川崎幸病院 リハビリテーション科 木戸脇 昌宏 先生

女性部会 年度末研修会女性部会 年度末研修会  於：サンピアンかわさき  ３月20日

テーマ：「ちょっとしたコツで５歳若返るメイク術！」
講　師：ビューティーアドバイザー　鈴木　美行　氏

　日々の生活さえも億劫になってしまう腰痛。今回はセミ

ナー後にすぐ始められる簡単な腰痛セルフケア体操を教え

てもらいました。

　女性部会員でもあるインテグリティ（同）の鈴木美行氏

によるメイクレッスン。ちょっとしたコツで若返るメイク

術を学びました。

ボウリング大会ボウリング大会 於：川崎グランドボウル　２月19日 青年部会連絡協議会セミナー青年部会連絡協議会セミナー 於：吉池旅館　３月１日

テーマ：「みそかつはなぜ売れる」
講　師：株式会社 矢場とん　代表取締役　鈴木　拓将　氏

　厚生委員会主催の親睦ボウリング大会が行われ、10歳の

小学生から80歳まで参加者69名で開催されました。ゲーム

終了後はみなさんから募った景品で表彰式・懇親会を行い

ました。

　箱根吉本の吉池旅館に於いて開催されました。当会から

は窪田部会長他８名の部会員が参加しました。

間違い探しの答：①松の枝　②弁慶の隈取 (眼)　③弁慶の鼻の高さ　④弁慶の梵天の数 (胸についている白い大きなボンボン)　⑤弁慶の衣装の「梵字」の向き　⑥富樫の烏帽子　⑦富樫の刀の長さ

４ 川崎南法人会だより 川崎南法人会だより ９

新 し い 仲 間 P R コ ー ナ ー 消 防 署 か ら の お 知 ら せ

新しい仲間新しい仲間 ＰＲコーナー新 入 会 員 紹 介

串揚げ　喰い切料理　なかやま

住　　所　神奈川県川崎市川崎区中島３-４-19-103

アクセス　港町駅より徒歩10分、鈴木町駅より徒歩15分

電話番号　044-244-9498 　 FAX　044-244-9498

営業時間　17：00～23：00　ラストオーダー 22：30　　月曜定休

メ ー ル　kazu.358.tuiteru.4919@docomo.ne.jp

　川崎区にある串揚げ、一品料理が食べられる和食居酒屋です。
ランチはお手頃価格で大満足。

住　所　〒210-0846 神奈川県川崎市川崎区小田５-17-24

T E L　080-1321-5883（代表者携帯）

F A X　044-333-7228

M a i l　uemasa_04@yahoo.co.jp

HPアドレス　uemasazouen.ne

【事業内容】
　造園工事業。代表者は川崎生まれ、川崎育ち。地元愛が強
く、近隣神社の役員も務めております。本業界で20年勤務した
経験を活かし、様々なオーダーに対応可能です。
　川崎市内が中心ではありますが、ご自宅の庭からマンション
の植木、神社の庭園まで取扱い可能であり、受注があれば駆け
つけます。
　川崎では有名な稲毛神社も当社が作業を行っております。

親方　中山　和哉

株式会社　植正造園 代表取締役　菅原正喜
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健 康 ク リ ニ ッ ク 法 人 会 の 活 動 報 告

南支部 健康セミナー南支部 健康セミナー 於：サンピアンかわさき ２月８日

テーマ：「生涯元気で過ごすための秘訣」
講　師：フリーキャスター　和田　奈美佳　氏

東支部 健康セミナー東支部 健康セミナー  於：カルッツかわさき  ２月21日

テーマ：「ピンチをチャンスに変える。キュートな生き方！」
講　師：ミュージカル落語家　三遊亭　究斗　氏

　フリーキャスターで健康管理士認定講師の和田奈美佳氏

が講師を務め、健康寿命を延ばすための食事と運動につい

て分かり易く説明されました。

　劇団四季出身のミュージカル落語家三遊亭究斗氏を講師

に招き、壁にぶつかった時の対処法などを歌と笑いととも

に分かり易くお話し頂きました。

幸支部 健康セミナー幸支部 健康セミナー 於：ミューザ川崎  ２月26日

テーマ：「腰痛予防とセルフケア」
講　師：川崎幸病院 リハビリテーション科 木戸脇 昌宏 先生

女性部会 年度末研修会女性部会 年度末研修会  於：サンピアンかわさき  ３月20日

テーマ：「ちょっとしたコツで５歳若返るメイク術！」
講　師：ビューティーアドバイザー　鈴木　美行　氏

　日々の生活さえも億劫になってしまう腰痛。今回はセミ

ナー後にすぐ始められる簡単な腰痛セルフケア体操を教え

てもらいました。

　女性部会員でもあるインテグリティ（同）の鈴木美行氏

によるメイクレッスン。ちょっとしたコツで若返るメイク

術を学びました。

ボウリング大会ボウリング大会 於：川崎グランドボウル　２月19日 青年部会連絡協議会セミナー青年部会連絡協議会セミナー 於：吉池旅館　３月１日

テーマ：「みそかつはなぜ売れる」
講　師：株式会社 矢場とん　代表取締役　鈴木　拓将　氏

　厚生委員会主催の親睦ボウリング大会が行われ、10歳の

小学生から80歳まで参加者69名で開催されました。ゲーム

終了後はみなさんから募った景品で表彰式・懇親会を行い

ました。

　箱根吉本の吉池旅館に於いて開催されました。当会から

は窪田部会長他８名の部会員が参加しました。

間違い探しの答：①松の枝　②弁慶の隈取 (眼)　③弁慶の鼻の高さ　④弁慶の梵天の数 (胸についている白い大きなボンボン)　⑤弁慶の衣装の「梵字」の向き　⑥富樫の烏帽子　⑦富樫の刀の長さ

４ 川崎南法人会だより 川崎南法人会だより ９

新 し い 仲 間 P R コ ー ナ ー 消 防 署 か ら の お 知 ら せ

新しい仲間新しい仲間 ＰＲコーナー新 入 会 員 紹 介

串揚げ　喰い切料理　なかやま

住　　所　神奈川県川崎市川崎区中島３-４-19-103

アクセス　港町駅より徒歩10分、鈴木町駅より徒歩15分

電話番号　044-244-9498 　 FAX　044-244-9498

営業時間　17：00～23：00　ラストオーダー 22：30　　月曜定休

メ ー ル　kazu.358.tuiteru.4919@docomo.ne.jp

　川崎区にある串揚げ、一品料理が食べられる和食居酒屋です。
ランチはお手頃価格で大満足。

住　所　〒210-0846 神奈川県川崎市川崎区小田５-17-24

T E L　080-1321-5883（代表者携帯）

F A X　044-333-7228

M a i l　uemasa_04@yahoo.co.jp

HPアドレス　uemasazouen.ne

【事業内容】
　造園工事業。代表者は川崎生まれ、川崎育ち。地元愛が強
く、近隣神社の役員も務めております。本業界で20年勤務した
経験を活かし、様々なオーダーに対応可能です。
　川崎市内が中心ではありますが、ご自宅の庭からマンション
の植木、神社の庭園まで取扱い可能であり、受注があれば駆け
つけます。
　川崎では有名な稲毛神社も当社が作業を行っております。

親方　中山　和哉

株式会社　植正造園 代表取締役　菅原正喜
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税 務 署 か ら の お 知 ら せ 税に関する絵はがきコンクール表彰式

青年部会長賞 女性部会長賞 優 秀 作 品 優 秀 作 品

優 秀 作 品 優 秀 作 品 努力賞 努力賞

川崎市立新町小学校６年生

小山　天祐　さん
川崎市立東大島小学校６年生

邵　如晶 さん

川崎市立新町小学校６年生

松﨑　絵理奈 さん
川崎市立殿町小学校６年生

不動岩　愛里 さん
川崎市立東大島小学校６年生

太田　楓子 さん

川崎市立殿町小学校６年生

斉藤　梨花子 さん

川崎市立殿町小学校６年生

冨田　奈那 さん
川崎市立殿町小学校６年生

近藤　日和 さん

[作者紹介]
神谷一郎（かみや・いちろう）　イラストレーター、デジタルイメージ会員、日本出版美術家連盟会員など。専修大法学
部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。現在はフリーランスのイラストレーターとして、雑誌・広告・WEB等で活
躍中。第35回集英社YJ新人賞、第51回講談社漫画賞などを受賞。第４回デジタルアートコンテスト佳作。著作に「マニ
アックサイバー」（グラフィック社刊）。

７つの間違い探し ＊右の絵と左の絵には相違点が７か所あります。
　見つかりますかな？（答えは５頁にあります）

令和元年度税務職員募集　

　税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識

を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。

◇受験資格

　１　平成31年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を

経過していない者及び令和２年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

　２　人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者

◇申込手続

　１　申込方法

　　　インターネット申込み

　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスを御利用ください。

　　　［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］

　２　受付期間

　　　令和元年６月１７日（月）９時～６月２６日（水）［受信有効］

　３　受験案内交付期間

　　　令和元年５月７日（火）～６月２６日（水）　９時～１７時（土曜日及び日曜日を除く。）

　４　受験案内交付場所

　　　東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）

　　　（注）人事院ホームページからもダウンロードすることができます。

　　　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］

◇試 験 日

　第１次試験　令和元年 ９月１日（日）

　第２次試験　令和元年10月９日（水）～10月18日（金）のうち指定された日時

　

令和元年度国税庁経験者（国税調査官級）募集　
　人事院では、30歳以上の社会人経験者を対象とした「国税庁経験者採用試験（国税調査官級）」を

実施しています。試験の概要については下記の通りです。

　なお、採用後は、税務大学校において約３か月の研修を受けた後、各国税局（国税事務所）管内の

税務署に配属され、国税調査官又は国税徴収官に任用されます。

　興味のある方は、東京国税局総務部人事第二課試験係までお気軽にお問合せください。

記

◇試験概要

　令和元年度の試験概要については、７月頃に官報公告及び国税庁ホームページへ掲載となる予定です。

◇問合せ先

　東京国税局人事第二課試験係（TEL 03－3542－2111　内線2163）

～公平な世の中を創る、志～

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

Pride of the Specialist 

２ 川崎南法人会だより 11川崎南法人会だより

　平成31年３月26日（火）川崎市教育文化会館

において、第９回「税に関する絵はがきコンクー

ル」表彰等贈呈式が行われました。「税に関する絵

はがきコンクール」は、小学生への租税教育活動

として、毎年実施しています。租税教室などを通

じて、“税の大切さ”や税金は毎日の生活の中で

どのように役立っているかということを小学生の

みなさんに知っていただき、理解と関心を深めて

もらうことが目的です。

　たくさんの応募の中から、川崎南法人会会長賞、

川崎南税務署長賞、川崎南法人会副会長賞、川崎

南法人会青年部会長賞、川崎南法人会女性部会長

賞、優秀賞、努力賞の計12点が選ばれました。

「税に関する絵はがきコンクール」表彰式

会　場：川崎日航ホテル
時　間：記念講演会　13：30～15：00
　　　　通常総会　　15：20～17：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：社会保険労務士
　　　　志田　淳　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

講　師：東京地方税理士会　川崎南支部
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：18：00～20：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

講　師：川崎防災指導公社　担当官
会　場：東海道かわさき宿交流館
時　間：13：00～16：00

 

会　場：川崎市教育文化会館
時　間：11：00～12：00

　　　　　　　　　　　　
テーマ：「給与所得の源泉徴収事務」
講　師：川崎南税務署　法人課税第２部門
　　　　池野　公朗　上席国税調査官
会　場：川崎南税務署
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

　　　　　　　　　　　　　　
テーマ：「正しい日本語と言葉使い習得講座」
講　師：オフィスローラ代表
　　　　花田　恵美　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：16：30～17：30

講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

会　場：サンピアンかわさき
時　間：17：30～18：30

　　　　　　　　　　　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：15：30～16：30

　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：16：30～17：30

　　　　　　
　　　　　
場　所：山梨　桔梗屋工場見学と
　　　　さくらんぼ狩り

　　

新入会員のご紹介
（2019年2月1日～2019年3月31日）

支部名 法　人　名 業　　種 紹　介　者所　在　地

観音1-7-24 ラウレス観音402

大島1-17-12

東田町4-10

小田3-21-2-1

東門前2-5-8

堀川町72-1

渡田東町18-12 フィッシングビル1F

堀之内町13-16

小向仲野町14-1-301

中幸町1-46-2

小田4-36-13

大師駅前2-11-10-201

代　表　者

東

南

中央

南

東

幸

南

中央

幸

幸

南

東

 渡 辺 電 設

㈱横浜銀行　大島支店

㈲ 清 水 不 動 産

㈱ 平 岡 金 属

㈱横浜銀行　大師支店

㈱横浜銀行　川崎西口支店

㈱ＮＥＸＴ・ＮＫ

㈱ カ ワ セ イ

 大 木 設 備

㈱ＨＩ－ＲＡＧＩ

㈲ 小 田 金 伝

㈱ Ｂ Ｈ Ｉ Ｄ

電 気 工 事

銀 行 業

不 動 産 業

板 金 工 事

銀 行 業

銀 行 業

新聞販売、食料品販売

設 備 業

管 工 事 業

青 果 小 売 販 売

sales out soucing

㈱ツインズシステム

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

大同生命保険㈱

ＡＩＧ損害保険㈱

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

小 山 塗 料 ㈱

大同生命保険㈱

ＡＩＧ損害保険㈱

大同生命保険㈱

川 崎 信 用 金 庫

㈱ 一 心 屋

渡 辺　修 司

比 嘉　禎 智

吉 田　敦 子

平 岡　  透

野 村　政 広

吉 田　  旬

松 下　和 喜

森 川　友生男

大 木　正 義

柊 山　義 幸

鈴 木　雄 幸

山 﨑　直 太

賛助会員 中山　和哉（串揚げ　なかやま） ㈱ツインズシステム

令和元年５月

●女性部会　報告会

27日金

川崎南法人会　主要事業予定

６月

●第1回　広報委員会

８日　水

●女性部会　報告会

23日　木

●新設法人説明会

24日　金

●源泉部会　役員会

28日　火

●源泉部会　報告会

●日帰りバス研修旅行

６日　木

●第７回　通常総会及び記念講演会

13日　木

●源泉部会　研修会

17日　月

●決算法人説明会

19日　水

●救急救命講習会（普通救命講習）

25日　火

●源泉部会　研修会

９日　木

●決算法人説明会

16日　木

●社員研修講座

21日　火

税 務 無 料 相 談税 務 無 料 相 談
相 談 日

場 所

毎週火曜日　午後１時～３時
５月の相談日／ ７日、14日、21日
６月の相談日／ ４日、11日、18日
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

公益社団法人 川崎南法人会事務局 044-233-4852
川崎区宮前町8-15　パールビル3F（宮前町バス停前）

法 律 無 料 相 談法 律 無 料 相 談
相 談 日

場 所

ご希望の日程、時間をお知らせください
お気軽にご相談ください

横浜綜合法律事務所
横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター11F

相談については事前に事務局までご連絡ください。
（ 044-233-4852）

当会会費の口座自動振替契約をされている方は、2019年度分（2019年４月～2020年３月）の会費を６月７日

にご指定の金融機関から引き落とさせて頂きます。

※自動引落は通帳の摘要欄に印字されますので領収証の発行は省略させて頂きます。

　予めご了承くださいますようお願いいたします。

法人会からお知らせ
会費の自動引落のお知らせ

前列左より　佐藤愛花さん、堀内澪さん、水間叶悠さん、

後列左より　冨田奈那さん、小山天祐さん、近藤日和さん、不動岩愛里さん

さとうあいか

とみた なな こやまたかひろ こんどうひより ふどういわあいり

ほりうちみお みずま かゆう

川崎市立幸町小学校４年

堀内　澪 さん

会長賞会長賞

川崎市立東大島小学校６年

林　美和子 さん

署長賞署長賞

川崎市立戸手小学校６年

水間　叶悠 さん

副会長賞副会長賞

川崎市立戸手小学校６年

佐藤　愛花 さん

副会長賞副会長賞

●実務経理セミナー

18日　～10日間火

第８回第９回

産業廃棄物、一般廃棄
物収集運搬処理業

●青年部会　報告会　

同

同

新入会員のご紹介・主要事業予定税に関する絵はがきコンクール表彰式
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税 務 署 か ら の お 知 ら せ 税に関する絵はがきコンクール表彰式

青年部会長賞 女性部会長賞 優 秀 作 品 優 秀 作 品

優 秀 作 品 優 秀 作 品 努力賞 努力賞

川崎市立新町小学校６年生

小山　天祐　さん
川崎市立東大島小学校６年生

邵　如晶 さん

川崎市立新町小学校６年生

松﨑　絵理奈 さん
川崎市立殿町小学校６年生

不動岩　愛里 さん
川崎市立東大島小学校６年生

太田　楓子 さん

川崎市立殿町小学校６年生

斉藤　梨花子 さん

川崎市立殿町小学校６年生

冨田　奈那 さん
川崎市立殿町小学校６年生

近藤　日和 さん

[作者紹介]
神谷一郎（かみや・いちろう）　イラストレーター、デジタルイメージ会員、日本出版美術家連盟会員など。専修大法学
部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。現在はフリーランスのイラストレーターとして、雑誌・広告・WEB等で活
躍中。第35回集英社YJ新人賞、第51回講談社漫画賞などを受賞。第４回デジタルアートコンテスト佳作。著作に「マニ
アックサイバー」（グラフィック社刊）。

７つの間違い探し ＊右の絵と左の絵には相違点が７か所あります。
　見つかりますかな？（答えは５頁にあります）

令和元年度税務職員募集　

　税務職員は、国税局や税務署において、税務のスペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識

を駆使して適正な課税を維持し、また、租税収入を確保するための事務を行います。

◇受験資格

　１　平成31年４月１日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を

経過していない者及び令和２年３月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者

　２　人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者

◇申込手続

　１　申込方法

　　　インターネット申込み

　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスを御利用ください。

　　　［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］

　２　受付期間

　　　令和元年６月１７日（月）９時～６月２６日（水）［受信有効］

　３　受験案内交付期間

　　　令和元年５月７日（火）～６月２６日（水）　９時～１７時（土曜日及び日曜日を除く。）

　４　受験案内交付場所

　　　東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院各地方事務局（所）

　　　（注）人事院ホームページからもダウンロードすることができます。

　　　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］

◇試 験 日

　第１次試験　令和元年 ９月１日（日）

　第２次試験　令和元年10月９日（水）～10月18日（金）のうち指定された日時

　

令和元年度国税庁経験者（国税調査官級）募集　
　人事院では、30歳以上の社会人経験者を対象とした「国税庁経験者採用試験（国税調査官級）」を

実施しています。試験の概要については下記の通りです。

　なお、採用後は、税務大学校において約３か月の研修を受けた後、各国税局（国税事務所）管内の

税務署に配属され、国税調査官又は国税徴収官に任用されます。

　興味のある方は、東京国税局総務部人事第二課試験係までお気軽にお問合せください。

記

◇試験概要

　令和元年度の試験概要については、７月頃に官報公告及び国税庁ホームページへ掲載となる予定です。

◇問合せ先

　東京国税局人事第二課試験係（TEL 03－3542－2111　内線2163）

～公平な世の中を創る、志～

適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を、我々と一緒に目指してみませんか。

Pride of the Specialist 
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　平成31年３月26日（火）川崎市教育文化会館

において、第９回「税に関する絵はがきコンクー

ル」表彰等贈呈式が行われました。「税に関する絵

はがきコンクール」は、小学生への租税教育活動

として、毎年実施しています。租税教室などを通

じて、“税の大切さ”や税金は毎日の生活の中で

どのように役立っているかということを小学生の

みなさんに知っていただき、理解と関心を深めて

もらうことが目的です。

　たくさんの応募の中から、川崎南法人会会長賞、

川崎南税務署長賞、川崎南法人会副会長賞、川崎

南法人会青年部会長賞、川崎南法人会女性部会長

賞、優秀賞、努力賞の計12点が選ばれました。

「税に関する絵はがきコンクール」表彰式

会　場：川崎日航ホテル
時　間：記念講演会　13：30～15：00
　　　　通常総会　　15：20～17：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：社会保険労務士
　　　　志田　淳　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

講　師：東京地方税理士会　川崎南支部
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：18：00～20：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

講　師：川崎防災指導公社　担当官
会　場：東海道かわさき宿交流館
時　間：13：00～16：00

 

会　場：川崎市教育文化会館
時　間：11：00～12：00

　　　　　　　　　　　　
テーマ：「給与所得の源泉徴収事務」
講　師：川崎南税務署　法人課税第２部門
　　　　池野　公朗　上席国税調査官
会　場：川崎南税務署
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　　　　
講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

　　　　　　　　　　　　　　
テーマ：「正しい日本語と言葉使い習得講座」
講　師：オフィスローラ代表
　　　　花田　恵美　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：16：30～17：30

講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：川崎南税務署
時　間：13：00～15：30

会　場：サンピアンかわさき
時　間：17：30～18：30

　　　　　　　　　　　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：15：30～16：30

　
会　場：サンピアンかわさき
時　間：16：30～17：30

　　　　　　
　　　　　
場　所：山梨　桔梗屋工場見学と
　　　　さくらんぼ狩り

　　

新入会員のご紹介
（2019年2月1日～2019年3月31日）

支部名 法　人　名 業　　種 紹　介　者所　在　地

観音1-7-24 ラウレス観音402

大島1-17-12

東田町4-10

小田3-21-2-1

東門前2-5-8

堀川町72-1

渡田東町18-12 フィッシングビル1F

堀之内町13-16

小向仲野町14-1-301

中幸町1-46-2

小田4-36-13

大師駅前2-11-10-201

代　表　者

東

南

中央

南

東

幸

南

中央

幸

幸

南

東

 渡 辺 電 設

㈱横浜銀行　大島支店

㈲ 清 水 不 動 産

㈱ 平 岡 金 属

㈱横浜銀行　大師支店

㈱横浜銀行　川崎西口支店

㈱ＮＥＸＴ・ＮＫ

㈱ カ ワ セ イ

 大 木 設 備

㈱ＨＩ－ＲＡＧＩ

㈲ 小 田 金 伝

㈱ Ｂ Ｈ Ｉ Ｄ

電 気 工 事

銀 行 業

不 動 産 業

板 金 工 事

銀 行 業

銀 行 業

新聞販売、食料品販売

設 備 業

管 工 事 業

青 果 小 売 販 売

sales out soucing

㈱ツインズシステム

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

大同生命保険㈱

ＡＩＧ損害保険㈱

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

サツマ工業㈱ ＡＭ自動車工業㈱

小 山 塗 料 ㈱

大同生命保険㈱

ＡＩＧ損害保険㈱

大同生命保険㈱

川 崎 信 用 金 庫

㈱ 一 心 屋

渡 辺　修 司

比 嘉　禎 智

吉 田　敦 子

平 岡　  透

野 村　政 広

吉 田　  旬

松 下　和 喜

森 川　友生男

大 木　正 義

柊 山　義 幸

鈴 木　雄 幸

山 﨑　直 太

賛助会員 中山　和哉（串揚げ　なかやま） ㈱ツインズシステム

令和元年５月

●女性部会　報告会

27日金

川崎南法人会　主要事業予定

６月

●第1回　広報委員会

８日　水

●女性部会　報告会

23日　木

●新設法人説明会

24日　金

●源泉部会　役員会

28日　火

●源泉部会　報告会

●日帰りバス研修旅行

６日　木

●第７回　通常総会及び記念講演会

13日　木

●源泉部会　研修会

17日　月

●決算法人説明会

19日　水

●救急救命講習会（普通救命講習）

25日　火

●源泉部会　研修会

９日　木

●決算法人説明会

16日　木

●社員研修講座

21日　火

税 務 無 料 相 談税 務 無 料 相 談
相 談 日

場 所

毎週火曜日　午後１時～３時
５月の相談日／ ７日、14日、21日
６月の相談日／ ４日、11日、18日
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

公益社団法人 川崎南法人会事務局 044-233-4852
川崎区宮前町8-15　パールビル3F（宮前町バス停前）

法 律 無 料 相 談法 律 無 料 相 談
相 談 日

場 所

ご希望の日程、時間をお知らせください
お気軽にご相談ください

横浜綜合法律事務所
横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター11F

相談については事前に事務局までご連絡ください。
（ 044-233-4852）

当会会費の口座自動振替契約をされている方は、2019年度分（2019年４月～2020年３月）の会費を６月７日

にご指定の金融機関から引き落とさせて頂きます。

※自動引落は通帳の摘要欄に印字されますので領収証の発行は省略させて頂きます。

　予めご了承くださいますようお願いいたします。

法人会からお知らせ
会費の自動引落のお知らせ

前列左より　佐藤愛花さん、堀内澪さん、水間叶悠さん、

後列左より　冨田奈那さん、小山天祐さん、近藤日和さん、不動岩愛里さん

さとうあいか

とみた なな こやまたかひろ こんどうひより ふどういわあいり

ほりうちみお みずま かゆう

川崎市立幸町小学校４年

堀内　澪 さん

会長賞会長賞

川崎市立東大島小学校６年

林　美和子 さん

署長賞署長賞

川崎市立戸手小学校６年

水間　叶悠 さん

副会長賞副会長賞

川崎市立戸手小学校６年

佐藤　愛花 さん

副会長賞副会長賞

●実務経理セミナー

18日　～10日間火

第８回第９回

産業廃棄物、一般廃棄
物収集運搬処理業

●青年部会　報告会　

同

同

新入会員のご紹介・主要事業予定税に関する絵はがきコンクール表彰式



公益社
団法人川崎南法人会々員証 この会員シールを切り取って、法人税確定申告書の

別表１の「欄外左下余白」に貼付してください。

e-Tax ご利用の場合は、「法人事業概況説明書」の「16加入組合等の状況」欄に（公社）川崎南法人会と入力してください。

http:／/www.km-hojinkai.or.jp

検 索川崎南法人会

ホームページも是非ご覧ください
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発行所/公益社団法人川崎南法人会
編集兼発行人/広報委員会

TEL : 044-233-4852・8904
FAX : 044-245-0023

川崎市川崎区宮前町８-15（パールビル３F）
http : //www.km-hojinkai.or.jp
Eメール info@km-hojinkai.or.jp

表紙デザイン：川崎総合科学高等学校
　　表紙写真：瀋秀園（大師公園内）


